
寄附申込の手続流れ

日数(※７)内容 寄附申込者 土木管理課　登記係 機能管理者

市
道
区
域
変
更

（
※
６
）

4 約30日

申
込
・
寄
附
受
領

3

約60日

（基準を満
たす措置が
必要な場合
は、＋措置
期間＋確認
期間）

2

申
込
準
備

事案により
異なります

約30日

事
前
相
談

（

寄
附
受
領
の
見
込
み
確
認
）

1

書類用意（※１）

（１）案内図

（２）公図写し

（３）登記事項証明書

（４）現況写真

（５）その他必要書類

※３：見込みであり、寄附受領を確約する

ものではありません。

なお、回答は口頭でお伝えします。

市道の

区域変更

終了

必要

不要

市道区域変更

（※６）

21日７日

受付（※２） 現地調査

道路の場合

（１）葵 区：葵北道路整備課

or

葵南道路整備課

（２）駿河区：駿河道路整備課

（３）清水区：清水道路整備課

水路の場合

（１）葵・駿河区：河川課

（２）清 水 区：土木事務所

提出

※２：土地所有者または、その代理人からの

相談に限り調査実施します。

土地所有者の氏名、住所、電話番号等を

確認します。

無権代理人の場合、調査を実施しません。

照会

調査結果

取りまとめ

報告

（寄附受領の可否）

回答

（※３）

有り

寄附受領

見込み

無し
終了

※１：詳細は「静岡市道水路に係る財産の寄附の

受入れに関する事務取扱要領第３条」を

確認してください。
２日

30日

※６：道路台帳への反映はタイムラグが生じます。

すぐに確認が必要な場合は、土木管理課

総務・道路台帳係に確認してください。

申込準備

（１）構造物設置・是正・撤去

（２）測量、地積更正登記

（３）分筆登記

（４）抵当権等の所有権以外の権利抹消

（５）地目変更登記

道路の場合：公衆用道路

水路の場合：用悪水路

（６）法定外公共物寄附申込書

及び添付書類作成

（１）について確認・協議

（２）～（６）

について確認・協議

寄附受領

の可否

※４：詳細は「静岡市法定外公共物管理条例施行

規則第12条」、「静岡市道水路に係る

財産の寄附の受入れに関する事務取扱要領

第４条」を確認してください。

なお、鉛筆・消せるボールペンは使用

できません。

不可（書面通知）
終了

行わない

満たす行う

21日

７日

完了通知書類受領

（１）法定外公共物登記完了通知書

（２）登記事項証明書（写し）

（３）土地贈与契約書

22日

法定外公共物寄附申込書×２部(正本１部、

副本１部)に下記書類をそれぞれ添付(※４)

（１）位置図

（２）案内図

（３）平面図

（４）公図写し

（５）求積図

（６）登記事項証明書

（７）現況写真

（８）土地贈与契約書×２部、

収入印紙200円

（９）所有権移転登記承諾書

（10）印鑑証明書

（11）確認書（様式第１号）

（12）その他必要書類

報告

（寄附受領の可否）

報告

（寄附受領の可否）

可能

or

一部基準を満たせば可能

全ての基準

を満たす

満たさない

（条件提示）基準を

満たす措置

法定外公共物寄附申込書等の各種様式が

ダウンロードできます！

詳しくはホームページをご覧ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの

の登録商標です。

☞
※６：申込地を市道区域に入れる場合のみ、実施します。

（１）契約締結

（２）所有権移転登記

10日

提出 照会
受付

※７：日数は目安であり、状況等により違いがあります。

道路の場合

（１）葵 区：葵北道路整備課

or

葵南道路整備課

（２）駿河区：駿河道路整備課

（３）清水区：清水道路整備課

水路の場合

（１）葵・駿河区：河川課

（２）清 水 区：土木事務所

現地調査

道路の場合

（１）葵 区：葵北道路整備課

or

葵南道路整備課

（２）駿河区：駿河道路整備課

（３）清水区：清水道路整備課

水路の場合

（１）葵・駿河区：河川課

（２）清 水 区：土木事務所

再調査

道路の場合

（１）葵 区：葵北道路整備課

or

葵南道路整備課

（２）駿河区：駿河道路整備課

（３）清水区：清水道路整備課

水路の場合

（１）葵・駿河区：河川課

（２）清 水 区：土木事務所


